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(57)【要約】
【課題】励起光フィルタ及びバリアフィルタによる漏れ
光が生じても、常に正常組織と病変部との判別を可能と
する内視鏡装置を実現する。
【解決手段】本発明による内視鏡装置１は、体腔内に挿
入される内視鏡挿入部２を備え、蛍光観察が可能であっ
て、前記内視鏡挿入部に設けられ、被検部の像に係る情
報を前記内視鏡挿入部の基端側へ伝送する伝送部２０と
、前記内視鏡挿入部の先端部側面から入射した蛍光を前
記伝送部の一端側へ指向させる光偏向手段３１と、該光
偏向手段からの蛍光を前記伝送部の一端に結像する結像
光学系３１ａと、を備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔内に挿入される内視鏡挿入部を備え、蛍光観察が可能な内視鏡装置であって、
　前記内視鏡挿入部に設けられ、被検部の像に係る情報を前記内視鏡挿入部の基端側へ伝
送する伝送部と、
　前記内視鏡挿入部の先端部側面から入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ指向させる光
偏向手段と、
　該光偏向手段からの蛍光を前記伝送部の一端に結像する結像光学系と、
　を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記光偏向手段は、前記内視鏡挿入部の半径方向外方の全周から前記先端部側面を介し
て入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ向けて反射する周方向反射部であることを特徴と
する請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記周方向反射部は、円錐状ミラーであることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡装
置。
【請求項４】
　前記周方向反射部は、円錐状プリズムであることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡
装置。
【請求項５】
　前記伝送部の一端に撮像部が設けられ、
　前記伝送部は、前記撮像部によって取得された画像データを前記内視鏡挿入部の基端側
に伝送する信号線であることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の
内視鏡装置。
【請求項６】
　前記伝送部は、前記結像光学系によって結像された蛍光像を前記内視鏡挿入部の基端側
へ伝送する光ファイババンドルであることを特徴とする請求項1から請求項４のいずれか
１項に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記内視銅挿入部は、励起光を前記内視鏡挿入部の先端側側面から照射する励起光照射
手段と、
　前記励起光によって前記被検部から発生した蛍光を透過してその他の光を遮断する蛍光
フィルタと、
　を備えることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記励起光照射手段は、前記励起光を前記内視鏡挿入部の半径方向外方の全周へ向けて
照射する周方向照射部を備えることを特徴とする請求項７に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記周方向反射部は、さらに励起光を前記内視鏡挿入部の半径方向外方の全周へ向けて
照射する機能を有し、
　前記内視鏡挿入部は、前記励起光によって前記被検部から発生した蛍光を透過してその
他の光を遮断する蛍光フィルタを備えることを特徴とする請求頂３に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　体腔内に挿入される内視鏡挿入部の処置具挿通用チャンネルに挿通可能なプローブを備
え、蛍光観察が可能な内視鏡プローブであって、
　前記プローブに設けられ、被検部の像に係る情報を前記プローブの基端側に伝送する伝
送部と、
　前記プローブの先端部側面から入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ指向させる光偏向
手段と、
　前記光偏向手段からの蛍光を前記伝送部の一端に結像する結像光学系と、
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　を備えることを特徴とする内視鏡プローブ。
【請求項１１】
　前記光偏向手段は、前記プローブの半径方向外方の全周から前記先端部側面を介して入
射した蛍光を前記伝送部の一端側へ向けて反射する周方向反射部であることを特徴とする
請求項１０に記載の内視鏡ブローブ。
【請求項１２】
　前記プローブは、励起光を先端部側面から照射する励起光照射手段と、
　前記励起光によって前記被検部から発生した蛍光を透過してその他の光を遮断する蛍光
フィルタと、
　備えることを特徴とする請求項１０、又は請求項１１に記載の内視鏡ブローブ。
【請求項１３】
　請求項１０から請求項１２に記載の内視鏡ブローブと、
　被検部に白色光を照射して前記被検部から反射して戻る白色光を受光する内視鏡挿入部
と、
　を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、励起光を生体に照射し病変部からの蛍光を受光する蛍光観察が可能な内視鏡
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡装置は、医療分野等において広く用いられている。特に、医療分野に
おける内視鏡装置は、被検体である生体内の検査、観察等に用いられている。このような
内視鏡観察としては、励起光を生体に照射し病変部からの蛍光を受光して画像化する蛍光
観察がある。このような蛍光観察を行うには、例えば癌などの病変部に親和性を持つヘマ
トポルフィリン等の蛍光物質を予め患者の体内に投与する。この蛍光観察は、蛍光物質の
投与後、所定時間経過した後、病変部に励起光を照射することにより、病変部に集積した
蛍光物質から発生される蛍光を受光して蛍光画像を得、この蛍光画像により病変部の状態
を判断している。
【０００３】
　このような蛍光観察を行う内視鏡装置は、例えば特開平１０－１５１１０４号公報、特
開平１０－２０１７０７号公報などに記載されている。これらの公報に記載の内視鏡装置
は、内視鏡挿入部の先端部から励起光を病変部の生体組織に照射し、生体組織からの蛍光
を受光して得た蛍光画像を用いて蛍光観察が行えるようになっている。
【０００４】
　上記従来の内視鏡装置は、励起光光源の出射側に所望の帯域の励起光のみを通過する励
起フィルタが配置され、固体撮像素子の入射側に所望の帯域の蛍光のみを通過するバリア
フィルタが配置されている。
【特許文献１】特開平１０－１５１１０４号公報
【特許文献２】特開平１０－２０１７０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の内視鏡装置は、上記励起光フィルタにより所望の帯域の励起光のみを通過し
て生体組織に照射し、上記バリアフィルタにより所望の帯域の蛍光のみを通過して固体撮
像素子に蛍光が受光されるように構成されている。
【０００６】
　しかしながら、実際の励起光フィルタは、所望とする帯域の励起光に対してこの帯域近
傍の光も通過してしまう。この帯域近傍の光は、励起光とともに内視鏡挿入部の先端部か
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ら生体組織に照射される。このため、内視鏡挿入部の先端部に設けた結像光学系は、病変
部からの蛍光とともに上記励起光及びこの帯域近傍の光による生体組織からの反射光を取
り込んでしまう。
【０００７】
　この内視鏡挿入部の先端部に設けた結像光学系に取り込まれた生体組織からの反射光及
び病変部からの蛍光のうち、上記バリアフィルタによって所望の帯域の蛍光以外、すなわ
ち、生体組織からの反射光がカットされて蛍光のみ通過して固体撮像素子に受光される。
【０００８】
　しかしながら、実際のバリアフィルタは、所望とする帯域の蛍光に対してこの帯域近傍
の光も通過してしまう。したがって、上記固体撮像素子には、病変部からの蛍光とともに
上記励起光フィルタ及び上記バリアフィルタにカットされない励起光近傍から蛍光近傍ま
での帯域の光も漏れ光として受光されてしまう。
【０００９】
　また、上記漏れ光は、病変部から発生する蛍光に比べて微弱である。しかしながら、光
の強度は、逆二乗の法則に従う。例えば、点光源から発した光は距離が２倍になると受け
る面積が４倍になる（円の表面積）ので、強度は１／４となる。
【００１０】
　このため、上記従来の内視鏡装置は、上記結像光学系から病変部が正常組織に対して遠
方位置にある場合、内視鏡挿入部の先端近傍に存在している正常組織からの漏れ光に比べ
、遠方に存在している病変部からの蛍光の強度が小さくなってしまうため、正常組織と病
変部との判別が困難となってしまう。
【００１１】
　また、病変部のうち、悪性腫瘍から発生する蛍光の光量と良性腫瘍、潰瘍等から発生す
る蛍光の光量とが異なる場合であっても、内視鏡挿入部の先端近傍に存在している良性腫
瘍、又は潰瘍からの蛍光に比べ、遠方に存在している悪性腫瘍からの蛍光の強度が小さく
なってしまうため、病変部のうち悪性腫瘍と、その他の病変との判別が困難になってしま
う。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、観察視野内における内視鏡挿入部から生
体組織までの距離を略一定に保つと共に、励起光フィルタ及びバリアフィルタによる漏れ
光が生じても、常に正常組織と病変部との判別を可能とする内視鏡装置、内視鏡プローブ
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために本発明による内視鏡装置は、体腔内に挿入される内視鏡挿入
部を備え、蛍光観察が可能であって、前記内視鏡挿入部に設けられ、被検部の像に係る情
報を前記内視鏡挿入部の基端側へ伝送する伝送部と、前記内視鏡挿入部の先端部側面から
入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ指向させる光偏向手段と、該光偏向手段からの蛍光
を前記伝送部の一端に結像する結像光学系と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の内視鏡プローブは、体腔内に挿入される内視鏡挿入部の処置具挿通用チ
ャンネルに挿通可能なプローブを備え、蛍光観察が可能であって、前記プローブに設けら
れ、被検部の像に係る情報を前記プローブの基端側に伝送する伝送部と、前記プローブの
先端部側面から入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ指向させる光偏向手段と、前記光偏
向手段からの蛍光を前記伝送部の一端に結像する結像光学系と、を備えることを特徴とす
る。
【００１５】
　また、本発明の内視鏡プローブは、体腔内に挿入される内視鏡挿入部の処置具挿通用チ
ャンネルに挿通可能なプローブを備え、蛍光観察が可能な内視鏡プローブであって、前記
プローブに設けられ、被検部の像に係る情報を前記プローブの基端側に伝送する伝送部と



(5) JP 2008-48787 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

、前記プローブの先端部側面から入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ指向させる光偏向
手段と、前記光偏向手段からの蛍光を前記伝送部の一端に結像する結像光学系と、を備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の内視鏡装置、及び内視鏡プローブによれば、観察視野内における内視鏡挿入部
から生体組織までの距離を略一定に保つと共に、励起光フィルタ及びバリアフィルタによ
る漏れ光が生じても、常に正常組織と病変部との判別ができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１ないし図１０は本発明の実施例１に係わり、図１は実施例１の内視鏡装置の概略構
成を示す全体構成図、図２は図１の先端部の変形例を示す内視鏡挿入部の正面図、図３は
図１の内視鏡挿入部の動作を示す説明図、図４はモニタ表示例を示す説明図、図５は図４
のモニタ表示例の第１変形例を示す説明図、図６は図４のモニタ表示例の第２変形例を示
す説明図、図７は図１の内視鏡装置の変形例を示す全体構成図、図８は図７の内視鏡挿入
部の正面図、図９は図７の内視鏡装置により得た距離に対する蛍光強度のグラフを示す説
明図、図１０は図８の先端部の変形例を示す内視鏡挿入部の正面図である。
【００１９】
　図１に示すように実施例１の内視鏡装置１は、体腔内に挿入する細長な内視鏡挿入部２
と、この内視鏡挿入部２の後述する白色光撮像部に対し、信号処理して得た内視鏡画像を
モニタ３に表示する画像処理装置４とを有して構成されている。
【００２０】
　前記内視鏡挿入部２は白色光光源１１に接続され、この白色光光源１１から白色光等の
可視光が供給される。白色光光源１１の出射側には可視光フィルタ１１ａが配置されてお
り、所望の帯域の可視光が通過されるようになっている。なお、面順次式の場合、前記可
視光フィルタ１１ａは、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の光を透過するＲ、Ｇ、Ｂフィル
タを所定時間毎に回転する回転フィルタであってもよい。
【００２１】
　供給された可視光は、内視鏡挿入部２を挿通する可視光伝達手段としての白色光ライト
ガイド１２により先端部２ａに伝達され、この先端部２ａに配設された白色光光学系１３
を介して目的部位の生体組織を照明する。
【００２２】
　この照明された生体組織からの反射光は、前記内視鏡挿入部２の先端部２ａに配設され
た観察窓１４を介して対物光学系１５ａにより被写体像として取り込まれる。この対物光
学系１５ａの結像位置にはＣＣＤ（ Charge Coupled Device ）またはＣＭＯＳ（ Comple
mentary Metal Oxide Semiconductor ）等の固体撮像素子を有する白色光撮像部１５が配
設されており、この白色光撮像部１５により被写体像が撮像される。前記白色光撮像部１
５は、被写体像を光電変換して撮像信号を生成し、この生成した撮像信号を被検部の像に
係る情報を伝送するための伝送部である信号ケーブル１５ｂを介して前記画像処理装置４
に出力する。
【００２３】
　前記画像処理装置４は、画像処理部４ａにより撮像信号を信号処理して標準的な映像信
号を生成し、この映像信号を前記モニタ３に出力してこのモニタ３の表示画面に内視鏡画
像を表示させる。
【００２４】
　また、前記内視鏡挿入部２は励起光光源１６に接続され、この励起光光源１６からレー
ザ光等の励起光を供給される。励起光光源１６の出射側には励起光フィルタ１６ａが配置
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されており、所望の帯域の励起光が通過されるようになっている。
【００２５】
　供給された励起光は、内視鏡挿入部２を挿通する励起光伝達手段としての励起光ライト
ガイド１７により先端部２ａに伝達され、この先端部２ａに配設された励起光照射手段と
しての励起光光学系１８を介して目的部位の生体組織に照射される。
【００２６】
　励起光を照射された生体組織（に含まれる蛍光物質）は蛍光（フォトルミネッセンスま
たは冷光）を発生し、この蛍光は前記内視鏡挿入部２の先端部２ａに配設された蛍光取込
手段としての蛍光光学系１９により取り込まれる。この蛍光光学系１９の結像位置には内
視鏡挿入部２を挿通する被検部の像に係る情報を伝送するための蛍光伝達手段（伝送部）
としての蛍光イメージガイド２０の入射端が配置されている。蛍光イメージガイド２０は
入射端から入射された蛍光を挿入部基端側の出射端に伝達し、この伝達した蛍光を基端側
に配設されたＣＣＤまたはＣＭＯＳ等の固体撮像素子を有する蛍光撮像部２１に出射する
。
【００２７】
　前記蛍光撮像部２１の入射側にはバリアフィルタ２１ａが配置されており、所望の帯域
の蛍光が通過されるようになっている。前記蛍光撮像部２１は、撮像した蛍光を光電変換
して電気信号を生成し、この生成した電気信号を信号ケーブル１５ｂを介して前記画像処
理装置４に出力する。
【００２８】
　前記画像処理装置４は、強度算出部４ｂにより蛍光撮像部２１からの電気信号に基づい
て蛍光の強度を算出して算出データを生成し、この算出データを前記画像処理部４ａに出
力する。前記画像処理部４ａは、前記強度算出部４ｂからの算出データに基づき、後述す
るように内視鏡画像とともに蛍光強度を表示する画像表示処理を行いモニタ３の表示画面
に表示している。
【００２９】
　なお、本実施例では、蛍光撮像部２１を蛍光イメージガイド２０の出射端に配置して構
成しているが、蛍光撮像部２１を蛍光光学系１９の結像位置に配置し、内視鏡挿入部２を
挿通するように信号ケーブル（信号線）を配置して、蛍光撮像部２１と強度算出部４ｂと
を電気的に接続して構成してもよい。
【００３０】
　また、励起光フィルタ１６ａと、バリアフィルタ２１ａは、所望の帯域のみ通過するよ
う構成されているが、実際のフィルタは所望とする帯域近傍の光も通過してしまうため、
励起光フィルタ１６ａを通過した光の一部は、漏れ光となる。この漏れ光は、正常組織、
及び病変部において反射した励起光の反射光の一部によるものであって、病変部から発生
する蛍光に比べて微弱である。
【００３１】
　しかしながら、光の強度は距離の逆数の２乗に比例するので、内視鏡挿入部２の先端部
２ａ近傍に存在している正常組織からの励起光の反射光による漏れ光に比べ、遠方に存在
している病変部からの蛍光の強度が小さくなってしまう。
【００３２】
　本実施例では、前記励起光フィルタ１６ａ及び前記バリアフィルタ２１ａによる漏れ光
が生じても、常に正常組織と病変部との判別を可能とするように構成している。さらに具
体的に説明すると、前記蛍光光学系１９は、前記内視鏡挿入部２の先端部２ａ側面に配設
した光偏向手段としての蛍光プリズム３１と、体腔内壁に存在している病変部からの蛍光
及び病変部と正常組織からの励起光の反射光を前記蛍光プリズム３１に入射させるための
結像光学系３１ａとを有して構成されている。このことにより、前記蛍光光学系１９は、
前記蛍光プリズム３１及び結像光学系３１ａにより前記内視鏡挿入部２の先端部２ａ側面
から光を取り込むことが可能である。
【００３３】



(7) JP 2008-48787 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

　したがって、前記内視鏡挿入部２は、後述するように先端部２ａを体腔内壁に対して略
平行に位置させることにより、この観察視野内の体腔内壁に存在している病変部からの蛍
光及び正常組織からの反射光を略同一距離にて取り込むと共に、蛍光イメージガイド２０
の入射端に結像するように指向させることができる。
【００３４】
　なお、前記内視鏡挿入部２には前記蛍光光学系１９の位置を前記モニタ３の表示画面上
に示すための例えば青色の照準光を発生する照準光光源３２が接続されている。この照準
光光源３２から供給される照準光は、内視鏡挿入部２を挿通する照準光ライトガイド３３
により先端部２ａに伝達され、この先端部２ａに配設された照準光照射手段としての照準
光光学系３４を介して体腔内に出射される。
【００３５】
　体腔内からの照準光による反射光は、前記白色光撮像部１５により撮像されて後述する
ように内視鏡画像上に表示される。なお、前記照準光光学系３４は前記先端部２ａの前記
蛍光光学系１９寄り側に配置されており、内視鏡画像上において前記蛍光光学系１９の位
置がわかるようになっている。
【００３６】
　なお、本実施例では、前記照準光光源３２から照準光を前記内視鏡挿入部２に供給し、
照準光ライトガイド３３により先端部２ａに伝達して照準光光学系３４を介して体腔内に
出射するように構成しているが、前記先端部２ａに照準光光源３２としてＬＥＤ（ Light
 Emitting Diode ）を設け、このＬＥＤから直接体腔内に出射するように構成してもよい
。
【００３７】
　一方、前記励起光光学系１８も前記蛍光光学系１９と同様に前記内視鏡挿入部２の先端
部２ａ側面に配設した励起光プリズム３５と、この励起光プリズム３５からの励起光を拡
開する励起光レンズ３５ａとを有して構成されている。このことにより、前記励起光光学
系１８は、前記励起光プリズム３５及び励起光レンズ３５ａにより、励起光を内視鏡挿入
部２の半径方向外方へ指向し、前記内視鏡挿入部２の先端部２ａ側面から体腔内壁に向け
て励起光を照射することが可能である。
【００３８】
　これら蛍光光学系１９と励起光光学系１８とは隣接して配設されている。本実施例では
、これら蛍光光学系１９と励起光光学系１８とを前記内視鏡挿入部２の長手軸方向に前後
して配設している。
【００３９】
　なお、本実施例では、前記励起光光源１６から励起光を前記内視鏡挿入部２に供給し、
励起光ライトガイド１７により先端部２ａに伝達して励起光光学系１８を介して体腔内壁
に向けて出射するように構成しているが、前記内視鏡挿入部２の先端部２ａ側面に励起光
光源１６としてＬＥＤを設け、このＬＥＤから直接体腔内壁に出射するように構成しても
よい。
【００４０】
　また、図２に示すように前記蛍光光学系１９と前記励起光光学系１８とは、前記先端部
２ａの周方向に隣接して配設するように構成してもよい。
【００４１】
　このように構成されている内視鏡装置１は、図１で示したように前記内視鏡挿入部２が
各種光源及び蛍光撮像部２１、画像処理装置４に接続された後、体腔内に挿入され前記先
端部２ａが目的部位まで導かれて蛍光観察が行われる。なお、本実施例では、目的部位と
して小腸や十二指腸等に存在している病変部を想定している。
【００４２】
　先ず、術者は、予め患者の体内に例えばヘマトポルフィリン等の蛍光物質を投与する。
所定時間経過後、この蛍光物質は病変部に集積される。術者は、前記内視鏡挿入部２を患
者の体腔内に挿入して先端部２ａを目的部位まで導く。
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【００４３】
　このとき、前記内視鏡挿入部２は、白色光光源１１から供給された白色光等の可視光が
白色光ライトガイド１２を伝達して白色光光学系１３を介して体腔内の生体組織を照明す
る。前記内視鏡挿入部２は、照明された生体組織からの反射光を観察窓１４を介して対物
光学系１５ａにより被写体像として取り込み、この被写体像を白色光撮像部１５により撮
像する。この白色光撮像部１５は、被写体像を光電変換して撮像信号を生成し、この生成
した撮像信号を前記画像処理装置４に出力する。
【００４４】
　前記画像処理装置４は、画像処理部４ａにより撮像信号を信号処理して標準的な映像信
号を生成し、この映像信号を前記モニタ３に出力してこのモニタ３に内視鏡画像を表示さ
せる。術者は、モニタ３の表示画面を見ながら内視鏡挿入部２の先端部２ａを体腔内の目
的部位まで導く。図３の点線に示すように内視鏡挿入部２の先端部２ａが目的部位に到達
したら、術者は蛍光観察を行う。
【００４５】
　先ず、術者は、内視鏡画像上において蛍光光学系１９の位置を確認するために照準光を
体腔内に照射させる。前記内視鏡挿入部２は、照準光光源３２からの照準光が照準光ライ
トガイド３３を伝達して照準光光学系３４を介して体腔内に出射する。体腔内からの照準
光による反射光は、前記白色光撮像部１５により撮像されて内視鏡画像上に表示される（
図４参照）。この内視鏡画像上に表示される照準光３ｃにより術者は、蛍光光学系１９の
位置を確認する。術者は、図３の実線に示すように蛍光光学系１９の配設されている側面
を体腔内壁に対して略平行になるように先端部２ａを位置させる。これにより、内視鏡挿
入部２は、体腔内壁に存在している病変部からの蛍光及び正常組織からの反射光を略同一
距離にて前記蛍光光学系１９から取り込むことが可能となる。
【００４６】
　次に、術者は、励起光を内視鏡挿入部２に供給して蛍光観察を開始する。
【００４７】
　術者は、体腔内壁に沿って前記内視鏡挿入部２の先端部２ａを進退させ、目的部位付近
を蛍光観察する。なお、図３では、矢印の方向に前記内視鏡挿入部２の先端部２ａを後退
している際の様子を示している。
【００４８】
　内視鏡挿入部２は、励起光光源１６からの励起光が励起光フィルタ１６ａを介して励起
光ライトガイド１７を伝達し、励起光光学系１８を介して先端部２ａ側面から体腔内壁の
生体組織に照射される。励起光を照射された体腔内壁の生体組織に病変部が存在している
と、この病変部の生体組織（に含まれる蛍光物質）は蛍光を発生する。このとき、励起光
も病変部と正常組織に照射されて反射される。
【００４９】
　これら病変部からの蛍光と病変部及び正常組織からの反射光は、前記蛍光光学系１９を
介して取り込まれる。これにより、内視鏡挿入部２は、体腔内壁に存在している病変部か
らの蛍光及び正常組織からの反射光を略同一距離にて取り込むことができる。
【００５０】
　前記蛍光光学系１９に取り込まれた病変部からの蛍光と、病変部及び正常組織からの反
射光は、蛍光イメージガイド２０により伝達されてバリアフィルタ２１ａを介して蛍光撮
像部２１にて撮像される。前記蛍光撮像部２１は、撮像した蛍光を光電変換して電気信号
を生成し、この生成した電気信号を信号線２１ｂを介して前記画像処理装置４に出力する
。
【００５１】
　前記画像処理装置４は、強度算出部４ｂにより蛍光撮像部２１からの電気信号に基づい
て蛍光の強度を算出して得た算出データを前記画像処理部４ａに出力する。前記画像処理
部４ａは、前記強度算出部４ｂからの算出データに基づいて画像表示処理を行い、この映
像信号をモニタ３に出力する。
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【００５２】
　図４に示すようにモニタ３の表示画面には、内視鏡画像表示部３ａの右側に蛍光強度表
示部３ｂが設けられ、内視鏡画像とともに蛍光強度が表示される。これにより、内視鏡装
置１は、蛍光強度を定量的に測定可能である。
【００５３】
　上述したように術者が体腔内壁に沿って前記内視鏡挿入部２の先端部２ａを進退させて
いくと、その進退に応じて蛍光強度表示部３ｂには、算出された蛍光強度が表示される。
これにより、前記蛍光強度が大きくなる位置が病変部の存在位置として同定できる。
【００５４】
　なお、図４に示す蛍光強度はバー表示であるが、図５に示すように数値表示であっても
よい。図５に示すように蛍光強度表示部３ｂには、算出された蛍光強度の数値が表示され
る。
【００５５】
　この結果、本実施例の内視鏡装置１は、内視鏡挿入部２が体腔内壁に存在している病変
部からの蛍光及び正常組織からの反射光を略同一距離にて前記蛍光光学系１９から取り込
むことができる。これにより、内視鏡挿入部２の先端部２ａ近傍に存在している正常組織
からの反射光による漏れ光に比べ、遠方に存在している病変部からの蛍光の強度が小さく
なることがなく、常に正常組織と病変部との判別が可能となる。
【００５６】
　なお、内視鏡装置１は、照準光３ｃを用いることなく蛍光光学系１９の位置を画像処理
にて示すようにしてもよい。この場合、前記画像処理装置４の前記画像処理部４ａは、内
視鏡挿入部２の向きを検出する図示しない向き検出部からの向き情報に基づき、内視鏡挿
入部２の向きに応じて蛍光光学系１９の位置を示す画像表示を行う。
【００５７】
　図６に示すように内視鏡画像表示部３ａの内視鏡画像上には、前記内視鏡挿入部２の向
きに応じて蛍光光学系１９の位置を示すマーキングとして黒三角表示３ｄがなされる。こ
れにより、内視鏡挿入部２は、照準光光源３２、照準光ライトガイド３３、照準光光学系
３４を設ける必要がないので、より細径化が可能となる。
【００５８】
　なお、蛍光光学系１９及び蛍光イメージガイド２０は、励起光光学系１８及び励起光ラ
イトガイド１７と兼用して構成してもよい。　
　図７に示すように内視鏡装置１Ｂは、蛍光イメージガイド２０と励起光ライトガイド１
７とを兼用する被検部の像に係る情報を伝送するための蛍光伝達手段（伝送部）である兼
用イメージガイド４１を挿通するとともに、蛍光光学系１９と励起光光学系１８とを兼用
する兼用光学系４２を先端部２ａ側面に配設した内視鏡挿入部２Ｂを有して構成されてい
る。前記兼用光学系４２は、兼用プリズム４２ａと、照射結像光学系４２ｂと有している
。すなわち、兼用光学系４２は、励起光ライトガイド１７から出射した励起光を内視鏡挿
入部２Ｂの半径方向外方へ照射する励起光照射手段として機能する。また、兼用プリズム
４２ａは、偏向光学系として機能し、照射結像光学系４２ｂは、結像光学系として機能す
る。
【００５９】
　前記兼用イメージガイド４１の基端側には、ダイクロイックプリズム４３（あるいはダ
イクロイックミラー）により一方は励起光光源１６に、他方は蛍光撮像部２１に光路が分
岐されている。これにより、励起光光源１６からの励起光は、励起光フィルタ１６ａを介
して前記ダイクロイックプリズム４３に入射し、このダイクロイックプリズム４３から前
記兼用イメージガイド４１を伝達され、前記兼用光学系４２を介して先端部２ａ側面から
体腔内壁の生体組織に照射される。
【００６０】
　また、病変部からの光及び正常組織からの反射光は、前記兼用光学系４２を介して先端
部２ａ側面から取り込まれ、前記兼用イメージガイド４１を伝達され、前記ダイクロイッ
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クプリズム４３に入射し、このダイクロイックプリズム４３により病変部から発生した蛍
光成分が反射されて、この蛍光成分がバリアフィルタ２１ａを介して蛍光撮像部２１に撮
像される。
【００６１】
　この結果、内視鏡装置１Ｂは、兼用イメージガイド４１及び兼用光学系４２を用いるこ
とによりその分内視鏡挿入部２より細径化が可能となる。
【００６２】
　なお、蛍光イメージガイド２０及び励起光ライトガイド１７は、複数設けて構成しても
よい。　
　図８に示すように内視鏡装置は、蛍光イメージガイド２０及び励起光ライトガイド１７
を略半周（図８中、下半分）に周方向に亘って複数挿通した内視鏡挿入部２Ｃを有して構
成されている。前記内視鏡挿入部２Ｃの先端部２ａ側面には、蛍光光学系１９と励起光光
学系１８とを兼用する兼用光学系として先端部２ａの略半周を占める兼用プリズム４２ｃ
が配設されている。
【００６３】
　また、前記内視鏡挿入部２Ｃは、前記蛍光イメージガイド２０及び前記励起光ライトガ
イド１７の反対側半周（図８中、上半分）に亘って白色光ライトガイド１２を複数挿通し
ている。
【００６４】
　前記内視鏡挿入部２Ｃの先端部２ａには、白色光光学系１３として前記複数の白色光ラ
イトガイド１２から出射される可視光を透過するとともに、体腔内から反射される可視光
を白色光撮像部１５へ通過する観察窓４４が先端部２ａの略半周を占めて配設されている
。
【００６５】
　これにより、内視鏡挿入部２Ｃは、前記観察窓４４を介して前記複数の白色光ライトガ
イド１２からの可視光により体腔内を照明するとともに、前記観察窓４４を介して照明さ
れた体腔内からの可視光の反射光を対物光学系１５ａにより被写体像として取り込み、被
写体像を白色光撮像部１５により撮像する。
【００６６】
　また、内視鏡挿入部２Ｃは、前記兼用プリズム４２ｃを介して前記複数の励起光ライト
ガイド１７からの励起光を先端部２ａ側面の半周周囲から体腔内壁の生体組織に照射する
と共に、前記兼用プリズム４２ｃを介して病変部からの蛍光及び正常組織からの漏れ光を
先端部２ａ側面の半周周囲から取り込み、前記複数の蛍光イメージガイド２０に入射する
。前記複数の蛍光イメージガイド２０から伝達された蛍光は、前記蛍光撮像部２１により
それぞれ撮像される。
【００６７】
　前記蛍光撮像部２１は、それぞれ撮像した蛍光を光電変換して電気信号を生成し、この
生成した電気信号を信号線２１ｂを介して前記画像処理装置４に出力する。前記画像処理
装置４は、強度算出部４ｂにより蛍光撮像部２１からの電気信号に基づいて蛍光の強度を
算出して得た算出データを前記画像処理部４ａに出力する。前記画像処理部４ａは、前記
強度算出部４ｂからの算出データに基づいて画像表示処理を行い、この映像信号をモニタ
３に出力する。
【００６８】
　この画像表示処理は、前記複数の蛍光イメージガイド２０に応じてそれぞれ画像化して
もよい。この場合、図９に示すように前記複数の蛍光イメージガイド２０に応じて進退距
離（時間）に対する蛍光強度を示すグラフを表示する。
【００６９】
　これにより、内視鏡挿入部２Ｃは、先端部２ａの半周に亘って体腔内壁に励起光を照射
できるとともに、先端部２ａの半周に亘って体腔内壁からの蛍光を取り込むことができる
ので、さらに体腔内壁に対して広範に蛍光観察が可能となる。



(11) JP 2008-48787 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

【００７０】
　なお、前記励起光ライトガイド１７及び前記蛍光イメージガイド２０は、図７で説明し
たのと同様にこれらを兼用した兼用イメージガイド４１を構成してもよい。　
　図１０に示すように内視鏡挿入部２Ｄは、前記励起光ライトガイド１７及び前記蛍光イ
メージガイド２０を兼用した兼用イメージガイド４１を挿通して構成されている。　
　これにより、内視鏡挿入部２Ｄは、前記内視鏡挿入部２Ｃに比べてより精細に蛍光観察
が可能となる。
【００７１】
　なお、本実施例では、蛍光撮像部２１で撮像した電気信号に基づいて強度算出部４ｂに
より蛍光の強度を算出してこの算出した蛍光強度を表示するように構成しているが、本発
明はこれに限定されず、蛍光撮像部２１で撮像した電気信号をそのまま蛍光強度として表
示するように構成してもよい。
【実施例２】
【００７２】
　図１１ないし図１４は本発明の実施例２に係わり、図１１は実施例２の内視鏡装置の概
略構成を示す全体構成図、図１２は図１１の蛍光プローブの正面図、図１３は図１１の蛍
光プローブの概略構成を示す第１説明図、図１４は図１１の蛍光プローブの概略構成を示
す第２説明図である。
【００７３】
　上記実施例１は前記内視鏡挿入部の先端部２ａ側面に蛍光取込手段である蛍光光学系１
９を配設して構成されているが、実施例２は内視鏡挿入部の処置具挿通用チャンネルに挿
通可能なプローブのプローブ先端部側面に蛍光取込手段である蛍光光学系１９を配設して
構成する。それ以外の構成は上記実施例１と同様であるので説明を省略し、同一構成には
同じ符号を付して説明する。
【００７４】
　すなわち、図１１に示すように実施例２の内視鏡装置１Ｅは、内視鏡挿入部２Ｅの処置
具挿通用チャンネル５１を挿通する蛍光プローブ５２を有して構成されている。なお、前
記内視鏡挿入部２Ｅの基端側には、前記処置具挿通用チャンネル５１に連通する図示しな
い処置具挿入口が形成されており、この処置具挿入口に前記蛍光プローブ５２が挿入され
ることでこの蛍光プローブ５２が前記処置具挿通用チャンネル５１を挿通する。
【００７５】
　前記蛍光プローブ５２は基端側で前記照準光光源３２、前記励起光光源１６に接続され
ており、照準光、励起光を供給されるようになっている。また、前記蛍光プローブ５２の
基端側には蛍光撮像部２１が配設されており、プローブ先端部５２ａで取り込んだ蛍光が
蛍光撮像部２１により撮像されるようになっている。
【００７６】
　次に図１２ないし図１４を参照して前記蛍光プローブ５２の詳細構成を説明する。　
　図１２ないし図１４に示すように前記蛍光プローブ５２は、前記蛍光イメージガイド２
０及び前記励起光ライトガイド１７を周方向に亘って複数挿通して構成されている。また
、前記蛍光プローブ５２は、照準光ライトガイド３３が１つ挿通されている。
【００７７】
　前記蛍光プローブ５２のプローブ先端部５２ａ側面には、光偏向手段として先端部２ａ
の全周を占める兼用プリズム４２ｅが配設されている。ここで、兼用プリズム４２ｅは、
励起光ライトガイド１７から出射した励起光を蛍光プローブ５２の半径方向外方へ向けて
指向させると共に、プローブ先端部５２ａ側面から入射した蛍光を蛍光イメージガイド２
０の一端側へ指向させるものである。すなわち、兼用プリズム４２ｅは、蛍光光学系１９
の一部である光偏向手段、励起光照射手段としての励起光光学系１８、及び照準光光学系
３４を兼用する兼用光学系として機能する。
【００７８】
　なお、プリズムは、蛍光イメージガイド２０、励起光ライトガイド１７、照準光ライト
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ガイド３３に応じてそれぞれ個別に複数配設されてもよい。
【００７９】
　これにより、前記蛍光プローブ５２は、前記兼用プリズム４２ｅを介して前記複数の励
起光ライトガイド１７からの励起光をプローブ先端部５２ａ側面の周囲から体腔内壁の生
体組織に照射できるとともに前記兼用プリズム４２ｅを介して病変部からの蛍光と病変部
及び正常組織からの反射光をプローブ先端部５２ａ側面の周囲から取り込むことができる
。兼用プリズム４２ｅにより取り込まれた蛍光、及び反射光は、結像光学系４２ｆにより
蛍光イメージガイド２０のプローブ先端部５２ａ側の端面に結像される。
【００８０】
　このように構成されている内視鏡装置１Ｅは、図１１で示したように前記内視鏡挿入部
２Ｅが白色光光源１１、画像処理装置４に接続されるとともに、前記蛍光プローブ５２が
照準光光源３２、励起光光源１６及び画像処理装置４に接続された後、前記内視鏡挿入部
２Ｅが体腔内に挿入され前記先端部２ａが目的部位まで導かれる。前記内視鏡挿入部２Ｅ
が目的部位まで到達した後、内視鏡装置１Ｅは、前記処置具挿通用チャンネル５１に前記
蛍光プローブ５２が挿通されて蛍光観察が行われる。
【００８１】
　先ず、術者は、予め患者の体内に例えばヘマトポルフィリン等の蛍光物質を投与する。
所定時間経過後、この蛍光物質は病変部に集積される。術者は、前記内視鏡挿入部２Ｅを
患者の体腔内に挿入して目的部位まで導く。
【００８２】
　このとき、前記内視鏡挿入部２Ｅは、白色光光源１１から供給された白色光等の可視光
が白色光ライトガイド１２を伝達して白色光光学系１３を介して体腔内の生体組織を照明
する。前記内視鏡挿入部２Ｅは、照明された生体組織からの反射光を観察窓１４を介して
対物光学系１５ａにより被写体像として取り込み、この被写体像を白色光撮像部１５によ
り撮像する。
【００８３】
　この白色光撮像部１５は、被写体像を光電変換して撮像信号を生成し、この生成した撮
像信号を前記画像処理装置４に出力する。前記画像処理装置４は、画像処理部４ａにより
撮像信号を信号処理して標準的な映像信号を生成し、この映像信号を前記モニタ３に出力
してこのモニタ３に内視鏡画像を表示させる。
【００８４】
　術者は、モニタ３の表示画面を見ながら内視鏡挿入部２Ｅの先端部２ａを体腔内の目的
部位まで導く。内視鏡挿入部２Ｅの先端部２ａが目的部位に到達したら、術者は処置具挿
通用チャンネル５１に前記蛍光プローブ５２を挿通させて蛍光観察を行う。
【００８５】
　先ず、術者は、内視鏡挿入部２Ｅの処置具挿通用チャンネル５１に蛍光プローブ５２を
挿通させ、この蛍光プローブ５２のプローブ先端部５２ａをチャンネル開口から所定距離
突出させる。
【００８６】
　次に、術者は、内視鏡画像上において体腔内における兼用プリズム４２ｅの位置を確認
するために照準光を体腔内に照射させる。前記蛍光プローブ５２は、照準光光源３２から
の照準光が照準光ライトガイド３３を伝達して兼用プリズム４２ｅを介して体腔内に出射
する。体腔内からの照準光による反射光は、前記白色光撮像部１５により撮像されて内視
鏡画像上に表示される。この内視鏡画像上に表示される照準光により術者は、蛍光光学系
１９の位置を確認する。
【００８７】
　術者は、体腔内壁に対して略平行になるように蛍光プローブ５２のプローブ先端部５２
ａを位置させる。これにより、蛍光プローブ５２のプローブ先端部５２ａは、体腔内壁に
存在している病変部からの蛍光と病変部、及び正常組織からの反射光を略同一距離にて前
記兼用プリズム４２ｅから取り込むことが可能となる。
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【００８８】
　次に、術者は、励起光を蛍光プローブ５２に供給して蛍光観察を開始する。術者は、体
腔内壁に沿って前記蛍光プローブ５２のプローブ先端部５２ａを進退させ、目的部位付近
を蛍光観察する。
【００８９】
　蛍光プローブ５２は、励起光光源１６からの励起光が励起光フィルタ１６ａを介して励
起光ライトガイド１７を伝達し、兼用プリズム４２ｅを介してプローブ先端部５２ａ側面
の周囲から体腔内壁の生体組織に照射される。
【００９０】
　励起光を照射された体腔内壁の生体組織に病変部が存在していると、この病変部の生体
組織（に含まれる蛍光物質）は蛍光を発生する。このとき、励起光も病変部及び正常組織
に照射されて反射される。
【００９１】
　これら病変部からの蛍光と病変部及び正常組織からの反射光は、前記兼用プリズム４２
ｅを介して取り込まれる。前記兼用プリズム４２ｅに取り込まれた蛍光及び反射光は、蛍
光イメージガイド２０により伝達されてバリアフィルタ２１ａを介してそれぞれ蛍光撮像
部２１にて撮像される。これにより、蛍光プローブ５２は、プローブ先端部５２ａ側面の
周囲から体腔内壁に存在している病変部からの蛍光及び正常組織からの反射光を略同一距
離にて取り込むことができる。したがって、内視鏡装置１Ｅは、蛍光プローブ５２のプロ
ーブ先端近傍に存在している正常組織からの反射光の一部がバリアフィルタ２１ａを通過
して生じた漏れ光に比べ、遠方に存在している病変部からの蛍光の強度が小さくなること
がない。　
　前記蛍光撮像部２１は、それぞれ撮像した蛍光を光電変換して電気信号を生成し、この
生成した電気信号を前記画像処理装置４に出力する。
【００９２】
　前記画像処理装置４は、強度算出部４ｂにより蛍光撮像部２１からの電気信号に基づい
て蛍光の強度を算出して得た算出データを前記画像処理部４ａに出力する。前記画像処理
部４ａは、前記強度算出部４ｂからの算出データに基づいて画像表示処理を行い、この映
像信号をモニタ３に出力する。
【００９３】
　この画像表示処理は、図９で説明したのと同様に前記複数の蛍光イメージガイド２０に
応じて進退距離（時間）に対する蛍光強度を示すグラフを表示するようにしている。　
　なお、図示しないが前記蛍光プローブ５２は、前記励起光ライトガイド１７及び前記蛍
光イメージガイド２０を図７で説明したのと同様にこれらを兼用した兼用イメージガイド
４１を用いて構成してもよい。
【００９４】
　この結果、内視鏡装置１Ｅは、上記実施例１と同様な効果を得ることに加え、前記内視
鏡挿入部２Ｅよりもより細径な蛍光プローブ５２を用いているので内視鏡挿入部２Ｅの挿
入困難な体腔内管路においても蛍光観察ができる。
【００９５】

＊＊＊＊追加実施例＊＊＊＊

　尚、本実施例の内視鏡装置は、図１５ないし図２０を用いて説明するような変形例とな
る蛍光プローブ５２のプローブ先端部５２ａの構成にしても良い。　
　図１５ないし図２０は本発明の本実施例の変形例に係わり、図１５は第１変形例の蛍光
プローブの概略構成を示す図、図１６は図１５の透明チューブに配設されたコーンミラー
を示す斜視図、図１７は図１５の蛍光プローブを備えた内視鏡装置により撮影する被検試
料を示す図、図１８は図１７の被検試料の撮影画像を示す図、図１９は第２変形例の蛍光
プローブの概略構成を示す図、図２０は第３変形例の蛍光プローブの概略構成を示す図で
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ある。
【００９６】
　この図１５に示す蛍光プローブ５２には、蛍光イメージガイド２０が、蛍光プローブ５
２の中心に配置され、この蛍光イメージガイド２０の周囲に励起光ライトガイド１７が複
数挿通されている。
【００９７】
　蛍光プローブ５２のブローフ先端部５２ａには、全周に亘って透明な円環状の透明チュ
ーブ５２Ａが設けられている。この透明チューブ５２Ａの先端開口面には、図１６に示す
ように、光偏向手段としてのコーン（円錐状）ミラー５３が設けられている。このコーン
ミラー５３は、円錐状の反射面を有し、この反射面において光が所定の角度で反射する。
すなわち、コーンミラー５３は、励起光ライトガイド１７から出射した励起光をプローブ
５２の半径方向外方の全周へ向けて照射する周方向照射部（励起光照射手段）として機能
すると共に、プローブ５２の半径方向外方の全周から透明チューブ５２Ａを介して入射し
た蛍光を蛍光イメージガイド２０のプローブ先端部５２ａ側の端面へ向けて反射する周方
向反射部として機能する。尚、コーンミラー５３の形状は、円雌状以外に円錐台状でもよ
い。
【００９８】
　結像光学系５４は、端面が蛍光イメージガイド２０のブローブ先端部５２ａ側に、コー
ンミラー５３に対向するように配置されている。
【００９９】
　このように構成された蛍光プローブ５２では、励起光光源１６から出射した励起光が励
起光ライトガイド１７を伝播してブローブ先端部５２ａ側の端面から出射する。この励起
光ライトガイド１７の端面から出射した励起光は、透明チューブ５２Ａ内にあるコーンミ
ラー５３の円錐状の表面で反射して蛍光プローブ５２の半径方向外方へ指向される。そし
て、励起光は、透明チユーブ５２Ａを透過して、蛍光ブローブ５２の全周方向に亘って体
腔内壁の生体組織に照射される。
【０１００】
　体腔内壁の病変部から発生した蛍光は、ブローブ先端部５２ａの側面の全周方向から入
射し、コーンミラー５３の上記表面で反射して蛍光イメージガイド２０へ指向される。こ
のとき、病変部および正常組織により反射された励起光も、同様に蛍光イメージガイド２
０へ指向される。そして、コーンミラー５３で反射した蛍光および反射光は、結像光学系
１９により蛍光イメージガイド２０のプローブ先端部５２ａ側の端面に導かれるとともに
、病変部の像が該端面に結像される。
【０１０１】
　結像された蛍光及び反射光は、蛍光イメージガイド２０により伝達されて、蛍光のみが
バリアフィルタ２１ａにより透過され、蛍光撮像部２１にて撮像される。そして、上述し
たように、撮像された蛍光及び漏れ光は、蛍光撮像部２１において光電変換により電気信
号に変換されて、画像処理装置４に出力される。画像処理装置４は、蛍光撮像部２１から
の信号に基づいて、上述したような信号処理を行う。
【０１０２】
　例えば、図１７に示すような、１～９の数字が列挙された短冊状の被検試料５５を筒状
にして、透明チューブの外周面に設置する。このとき、画像表示処理により、図１８に示
すような同心円伏の画像が、モニタ３上に表示される。
【０１０３】
　以上に説明したような蛍光プローブ５２の構成にしても、上述した効果である、上記実
施例１と同様な効果を得ることに加え、挿入困難な体腔内管路においても蛍光観察ができ
る。
【０１０４】
　尚、蛍光イメージガイド２０に代えて、図１９に示すように、画像処理装置４（不図示
）に信号ケーブル２１ｂを介して生成した撮像信号を出力する蛍光撮像部２１を用いた構
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成としても良い。この場合、蛍光撮像部２１の撮像素子は、結像光学系５４の結像面上に
配置される。
【０１０５】
　この構成により、蛍光撮像部２１の撮像素子は、病変部において発生した蛍光の像と、
病変部および正常組織により反射された励起光の像とを撮像して、撮像信号に変換し、こ
の撮像信号が信号線２１ｂを介して画像処理装置４に出力される。
【０１０６】
　さらに、図２０に示すように、透明チューブ５２Ａ、及びコーンミラー５３に代えて、
励起光ライトガイド１７および結像光学系５４の先端側に配置され、蛍光ブローフ５２の
先端側に円錐形状のミラー面５５を有する透明部材５２Ｂを備える構成としてもよい。
【０１０７】
　この透明部材５２は、透明な中実円柱部材の一端面側が円錐状に削り取られ、この円錐
状に削り取られたミラー面５５が内部で反射面となる。この場合、透明部材５２は、円錐
形状のミラー面５５において、励起光、蛍光および反射光を反射する。　
　このような構成とすることで、ブローフ先端部５２ａを簡易な構成で作製することがで
きる。
【０１０８】
　なお、上述した各実施例等を部分的等で組み合わせて構成される実施例等も本発明に属
する。
【０１０９】
[付記]
　（付記項１）
　体腔内に挿入される内視鏡挿入部を備え、蛍光観察が可能な内視鏡装置であって、
　前記内視鏡挿入部に設けられ、被検部の像に係る情報を前記内視鏡挿入部の基端側へ伝
送する伝送部と、
　前記内視鏡挿入部の先端部側面から入射した蛍光を前記伝送部の一端側へ指向させる光
偏向手段と、
　該光偏向手段からの蛍光を前記伝送部の一端に結像する結像光学系と、
　を備えることを特徴とする内視鏡装置。
【０１１０】
　（付記項２）
　前記内視鏡挿入部は、励起光光源から供給される励起光を前記内視鏡挿入部の先端部側
面から照射するための励起光照射手段を有することを特徴とする付記項１に記載の内視鏡
装置。
【０１１１】
　（付記項３）
　前記内視鏡挿入部の前記先端部における前記光偏向手段の位置を示す位置指示手段を設
けたことを特徴とする付記項１に記載の内視鏡装置。　
　（付記項４）
　前記光偏向手段と前記励起光照射手段とは隣接していることを特徴とする付記項２に記
載の内視鏡装置。
【０１１２】
　（付記項５）
　前記光偏向手段と前記励起光照射手段とは同一であることを特徴とする付記項２に記載
の内視鏡装置。　
　（付記項６）
　前記位置指示手段は、前記内視鏡挿入部の前記先端部に設けた照準光照射手段であるこ
とを特徴とする付記項３に記載の内視鏡装置。
【０１１３】
　（付記項７）
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　前記位置指示手段は、内視鏡画像上に表示したマーキングであることを特徴とする付記
項３に記載の内視鏡装置。　
　（付記項８）
　前記光偏向手段により取り込まれた蛍光を撮像する撮像部と、この撮像部により撮像し
た蛍光の測定値に基づき、蛍光の強度を算出する強度算出手段とを有し、この強度算出手
段により算出した蛍光強度を表示することを特徴とする付記項１～４のいずれか１つに記
載の内視鏡装置。
【０１１４】
　（付記項９）
　前記光偏向手段により取り込まれた蛍光を撮像する撮像部を有し、この撮像部により撮
像した蛍光の測定値を表示することを特徴とする付記項１～４のいずれか１つに記載の内
視鏡装置。
【０１１５】
　（付記項１０）
　前記励起光光源から供給される励起光を前記励起光照射手段に伝達する励起光伝達手段
と、前記光偏向手段から取り込まれた蛍光を前記撮像部に伝達する蛍光伝達手段とを有す
ることを特徴とする付記項８または９に記載の内視鏡装置。
【０１１６】
　（付記項１１）
　前記蛍光の測定値または強度の表示は、数値またはグラフ表示であることを特徴とする
付記項９または１０に記載の内視鏡装置。　
　（付記項１２）
　前記励起光伝達手段と前記蛍光伝達手段とを複数有することを特徴とする付記項１０に
記載の内視鏡装置。
【０１１７】
　（付記項１３）
　前記励起光伝達手段と前記蛍光伝達手段とは同一であることを特徴とする付記項１０ま
たは１２に記載の内視鏡装置。　
　（付記項１４）
　前記励起光と前記蛍光とを分離する光分離手段を有することを特徴とする付記項１３に
記載の内視鏡装置。
【０１１８】
　（付記項１５）
　内視鏡挿入部の処置具挿通用チャンネルに挿通可能なプローブの先端部側面に、病変部
で発生した蛍光を取り込むための光偏向手段を配設したことを特徴とする内視鏡装置。
【０１１９】
　（付記項１６）
　前記プローブは、励起光光源から供給される励起光を前記プローブの先端部側面から照
射するための励起光照射手段を有することを特徴とする付記項１５に記載の内視鏡装置。
【０１２０】
　（付記項１７）
　前記プローブの前記先端部における前記光偏向手段の位置を示す位置指示手段を設けた
ことを特徴とする付記項１５に記載の内視鏡装置。　
　（付記項１８）
　前記光偏向手段と前記励起光照射手段とは隣接していることを特徴とする付記項１６に
記載の内視鏡装置。
【０１２１】
　（付記項１９）
　前記光偏向手段と前記励起光照射手段とは同一であることを特徴とする付記項１６に記
載の内視鏡装置。　
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　（付記項２０）
　前記位置指示手段は、前記プローブの前記先端部に設けた照準光照射手段であることを
特徴とする付記項１７に記載の内視鏡装置。
【０１２２】
　（付記項２１）
　前記位置指示手段は、内視鏡画像上に表示したマーキングであることを特徴とする付記
項１７に記載の内視鏡装置。　
　（付記項２２）
　前記光偏向手段により取り込まれた蛍光を撮像する撮像部と、この撮像部により撮像し
た蛍光の測定値に基づき、蛍光の強度を算出する強度算出手段とを有し、この強度算出手
段により算出した蛍光強度を表示することを特徴とする付記項１５～１８のいずれか１つ
に記載の内視鏡装置。
【０１２３】
　（付記項２３）
　前記光偏向手段により取り込まれた蛍光を撮像する撮像部を有し、この撮像部により撮
像した蛍光の測定値を表示することを特徴とする付記項１５～１８のいずれか１つに記載
の内視鏡装置。
【０１２４】
　（付記項２４）
　前記励起光光源から供給される励起光を前記励起光照射手段に伝達する励起光伝達手段
と、前記光偏向手段から取り込まれた蛍光を前記撮像部に伝達する蛍光伝達手段とを有す
ることを特徴とする付記項２２または２３に記載の内視鏡装置。
【０１２５】
　（付記項２５）
　前記蛍光の測定値または強度の表示は、数値またはグラフ表示であることを特徴とする
付記項２３または２４に記載の内視鏡装置。　
　（付記項２６）
　前記励起光伝達手段と前記蛍光伝達手段とを複数有することを特徴とする付記項２４に
記載の内視鏡装置。
【０１２６】
　（付記項２７）
　前記励起光伝達手段と前記蛍光伝達手段とは同一であることを特徴とする付記項２４ま
たは２６に記載の内視鏡装置。　
　（付記項２８）
　前記励起光と前記蛍光とを分離する光分離手段を有することを特徴とする付記項２７に
記載の内視鏡装置。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明の内視鏡装置は、励起光フィルタ及びバリアフィルタによる漏れ光が生じても、
常に正常組織と病変部との判別ができるので、蛍光観察に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】実施例１の内視鏡装置の概略構成を示す全体構成図である。
【図２】図１の先端部の変形例を示す内視鏡挿入部の正面図である。
【図３】図１の内視鏡挿入部の動作を示す説明図である。
【図４】モニタ表示例を示す説明図である。
【図５】図４のモニタ表示例の第１変形例を示す説明図である。
【図６】図４のモニタ表示例の第２変形例を示す説明図である。
【図７】図１の内視鏡装置の変形例を示す全体構成図である。
【図８】図７の内視鏡挿入部の正面図である。
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【図９】図７の内視鏡装置により得た距離に対する蛍光強度のグラフを示す説明図である
。
【図１０】図８の先端部の変形例を示す内視鏡挿入部の正面図である。
【図１１】実施例２の内視鏡装置の概略構成を示す全体構成図である。
【図１２】図１１の蛍光プローブの正面図である。
【図１３】図１１の蛍光プローブの概略構成を示す第１説明図である。
【図１４】図１１の蛍光プローブの概略構成を示す第２説明図である。
【図１５】第１変形例の蛍光プローブの概略構成を示す図である。
【図１６】図１５の透明チューブに配設されたコーンミラーを示す斜視図である。
【図１７】図１５の蛍光プローブを備えた内視鏡装置により撮影する被検試料を示す図で
ある。
【図１８】図１７の被検試料の撮影画像を示す図である。
【図１９】第２変形例の蛍光プローブの概略構成を示す図である。
【図２０】第３変形例の蛍光プローブの概略構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　内視鏡装置
　２　内視鏡挿入部
　２ａ　先端部
　４　画像処理装置
　４ａ　画像処理部
　４ｂ　強度算出部
　１６　励起光光源
　１７　励起光ライトガイド
　１８　励起光光学系（励起光照射手段）
　１９　蛍光光学系
　２０　蛍光イメージガイド（蛍光伝達手段、伝送部）
　２１　蛍光撮像部
　３１　蛍光プリズム（光偏向手段、周方向反射部）
　３１ａ　結像光学系
　３５　励起光プリズム（周方向反射部）
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